
令和６年３月 

西脇税務署からのお知らせ 

～定額減税（源泉所得税関係）説明会の開催～ 

令和６年分所得税の定額減税について、「令和６年度税制改正の大綱」（令和 5年

12 月閣議決定）において税制改正の内容が決定されました。 

当署では、源泉徴収義務者(給与支払者)の皆様に早期にご準備いただけるよう、

西脇納税協会との共催で「定額減税説明会」を開催しますので、是非、ご参加くだ

さい。 

 なお、開催日程は次のとおりですので、開催日前日 17 時までに連絡先までお電話

いただくか、国税庁 LINE 公式アカウントを「友だち」追加した上で、トーク画面か

ら参加予約をしていただきますようお願いします。（裏面下段参照） 

開 催 日 開催時間・定員 開催方法 開催場所 

令和6年 3月22日(金) 
14時 00分 

15時 30分 

各20名 

解説用動画 

DVD(30分) 

質疑応答 

など  

西脇納税協会 

２階会議室
令和6年4月11日(木) 

令和6年 4月23日(火) 

令和6年 5月13日(月) 

令和6年 5月28日(火) 

（注意） 

予約状況等により、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承

ください。 

なお、個別相談を希望される方は、面接日時等をご予約いただきますようお願

いします。 

西脇税務署 

西脇納税協会 

連絡先 ： 西脇税務署 法人課税部門 ℡0795-22-3171（内線 27） 
※音声ガイダンスにしたがって「２」を押してください。   

西脇市西脇 

771-126 

～



定額減税（源泉所得税関係）の説明会への参加申込み

LINEアプリから国税庁

LINE公式アカウントを

友だち追加

「トーク」画面から

「申告相談又は説明会

出席の申込」を選択

「定額減税の説明会に

申し込む」を選択

「申し込む」を選択し、

「都道府県」、「税務署」

「申し込む日程」の選択な

どをし、参加予約をする

・会場内の混雑緩和のため、説明会への参加は、事前予約が必要です。

・税務署に直接電話による予約をするか、LINEを通じたオンライン事前予約をお願いします。

※ トーク画面が変更になる可能性があります。


